
著作権を学ぶ

協調学習により著作権学習
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著作権

作品（著作物）を保護し、

作った人（著作権者）の権利を保護すること。

著作権人格権・・・著作者の精神的な利益を守る。著作権人格権・・・著作者の精神的な利益を守る。

著作財産権・・・著作者の経済的な利益を守る。



「私的使用」

例１ アニメのキャラクター画像をネットで入手して

→加工してポスターにして部屋に飾った。

（ ○ ）私的使用

→作品を販売した。

（ × ）複製権、翻案権

→作品をネットで公開した。

（ × ）公衆送信権



「私的使用」

例２ ＡＫＢの新曲をアレンジして

→自宅で演奏した。

（ ○ ）私的使用

→学校の文化祭で演奏した。

（ × ）同一性保持権

→文化祭の演奏の動画をネットで公開した。

（ × ）公衆送信権



「著作物」
新聞をＨＰで紹介する場合

• →見出し

（ ○ ）単なるデータ

• →ニュース記事

（ △ ）簡潔に事実を伝える場合（ △ ）簡潔に事実を伝える場合

• →社説

（ × ）筆者の考えや意思が記されているの

で著作物として扱われる。

◎ほとんどが著作物になる。 使用する場合は著作権者

に連絡し、 「許諾」を得る必要がある。



著作物の正しい利用方法

（１）著作権者から著作物の利用について許諾
を受ける。

（２）出版権の設定を受ける。

（３）著作権の譲渡を受ける。（３）著作権の譲渡を受ける。

（４）文化庁長官の裁定を受ける。



（１）利用の許諾（６３条）

・ 口頭でも良い。

・ 利用方法を詳しく説明し、文書で利用方法、

許諾の範囲、使用料金、支払い方法などを

確認する。



（２）出版権の設定（７９～８８条）

・ 著作権者が二重に出版の許諾を与えること

を防止できる。

・ 文化庁の出版権の設定登録を行うことで、

第三者に対抗できる。

・ 出版社（出版権の設定を受けた者）は、著作
物を継続的に発行する義務など一定の義務
を課される。



（３）著作権の譲渡（６１条）

・ 著作権を譲り受けた者が新たに著作権者
となる。

・ 譲り受けた権利の範囲内で自由に著作物
を利用できる。を利用できる。

（他人に著作物を利用させることも可能）



（４）文化庁長官の裁定（６７～６９条）

◇著作権者不明等の場合（６７条）

著作権者と連絡が取れない場合、文化庁長官の
裁定を受け、所定の補償金を支払うことで著作物
を利用できる。を利用できる。

◇放送及び商業用レコード製作の場合（６８・６９条）

著作権者との協議が整わない場合等、法律が認
める場合、文化庁長官の裁定を受け、

通常の使用料相当額を著作権者に支払うことで
著作物を利用できる。



許諾の取り方をマスターしよう！

著作権法６３条

口頭でもよいが．．．

トラブルを防ぐ為に、文書で著作権者と
契約を交わすことによって許諾を得る。



著作権契約を結んで

トラブルを回避しよう！

• http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku
_intro/index.html

文化庁 「誰でもできる著作権契約」

トラブル事例１ 講演会編

トラブル事例２ 原稿依頼編

トラブル事例３ 作品募集編



著作権契約書作成システム

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku
sho_sakusei.html

文化庁ホームページ文化庁ホームページ

「著作権契約書作成システム」を使って

契約書を作成しよう！

（例）川口市夏祭りのポスター等の依頼









協調学習

• 配布されたプリントの指示に従ってグループ
で学習を行います。

• 課題をグループで相談して研究します。• 課題をグループで相談して研究します。

• 調べた結果をまとめよう！


